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１ はじめに 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

近年、デジタル化・ネットワーク化の急速な進展により、誰もが著作物を創作し、流通

NFT やメタバース、人工知能（ＡＩ）といった新たな技術やそれを活用したサービス等
が生み出され、著作権を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 
著作物は無体物であり、多様な形態によって流通されています。デジタル化された著作

物の場合、コピーや改変が簡単に行えるため、これらの行為に著作権が及ぶということが
実感しづらいものですが、著作物が完成するまでに多くの人たちが関わり、一つ一つの表
現に創作者の想いが込められているということを忘れてはなりません。 
また、通信技術の発達により、出版物、ＣＤ、映像ソフト等の流通手段によらない形態

で著作物が流通するようになったことは、著作物の利用機会を拡大させ、権利者に利益を
もたらす可能性がある反面、権利者を探し出すことが難しい状況になっています。そのた
め、創作者は、著作物の公表に際して、自らの意思を明確に示すことが求められています。 

 
このように、著作者は利用者の立場に立ち、利用者は著作者の立場に立って、著作物等

の「利用円滑化」と「権利保護・適切な対価還元」により、コンテンツ創作の好循環を最
大化させていくことが必要とされています。 

 
誰もが著作物の創作者や利用者になり得る今日の社会において、「著作権」は全ての国

民に関係する身近な権利であり、著作権制度について正しく理解し、著作権に関する意識
を持つことが必要不可欠となっているのです。 
 
 
 
 

文文化化庁庁広広報報誌誌ぶぶんんかかるる  

キキャャララククタターー「「ぶぶんんちちゃゃんん」」  

させることができるようになりましたが、その一方で、他人の著作物を無断でコピーし、
配信する違法な海賊版サイトが数多く存在し、深刻な問題となっています。また最近では、
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２ 知的財産権について 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「知的財産権」とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される
「他人に無断で利用されない権利」であり、これには以下のようなものが含まれます。な
お、同じものを意味する用語として、「知的所有権」や「無体財産権」という用語が使わ
れることもあります｡  

 

これらの権利のうち産業財産権等は、権利を取得するために「申請」「登録」などの手
続が必要ですが、著作権は、こうした手続を一切必要とせず、著作物が創られた時点で
「自動的」に付与するのが国際的なルールとされています（権利取得のための「登録制度」
などは禁止）。これを「無方式主義」といいます。

   

　マーク等の営業標識を保護（登録の日から10年,更新可能）

  

著作者の権利

著作権 　著作物を保護（原則として創作の時から著作者の死後70年）

著作隣接権

　実演等を保護（実演等を行った時から70年）

特許権（特許法）

　発明を保護（出願の日から20年）

実用新案権（実用新案法）

　物品のデザインを保護（出願の日から25年）

商標権（商標法）

回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律）

知的財産権 産業財産権 　考案を保護（出願の日から10年）

意匠権（意匠法）

営業秘密等（不正競争防止法）

　営業秘密や商品の表示等を保護

　半導体の回路配置を保護（登録の日から10年）

その他 育成者権（種苗法）

　植物新品種を保護（登録の日から25年（樹木は30年））

３．著作権制度の沿革 
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３ 著作権制度の沿革 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

著作権の保護の歴史は非常に古く、15 世紀中頃の印刷術の発明に始まるといわれ、ヨ
ーロッパ諸国では 18 世紀から 19 世紀にかけて、著作権の保護に関する法律が作られまし
た。また、多くの国々が陸続きで接し合うヨーロッパでは、著作権は国を越えて保護しな
ければ意味がないため、19 世紀後半から、ヨーロッパ各国の間で、二国間条約による相
互保護が行われ、その後、明治 19（1886）年 9月 9日、10 カ国がスイスのベルヌに集まり、
いわゆる「ベルヌ条約（文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約）」が作成さ
れました。 
我が国の著作権法制は、「図書を出版する者」を保護する規定を持つ「出版条例」（明治

2（1869）年）が、その先駆と考えられています。近代的な著作権法を備えたのは、明治
32（1899）年に「著作権法」（いわゆる「旧著作権法」、以下「旧法」。）を制定したとき
であり、この年同時に、著作権保護の基本条約である「ベルヌ条約」を締結しました。 
旧法は、数度の改正がなされましたが、昭和 45（1970）年に至って全面改正が行われ、

現在の著作権法が制定されました。 
近年、デジタル化・ネットワーク化の進展により、誰もが簡単に著作物を創作し利用で

きる環境になり、社会は大きく変化しています。最近では、このようなデジタル化・ネッ
トワーク化への対応や国際ルール（条約）により定められた保護水準への適合など、著作
権等の適切な保護と利用の円滑化を図るための制度の見直しが行われています。 

 

【参考】近年の著作権法改正 
令和５年改正 ・新たな裁定制度の創設 

・行政手続等に係る権利制限規定の整備 
・損害賠償額算定方法の見直し 

令和４年改正 ・裁判手続に係る権利制限規定の整備 
令和３年改正 ・図書館関係の権利制限規定の見直し 

・放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化 
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４ 著作権制度の目的 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
 
 
 
著作物は人間の知的・精神的活動の所産であり、文化の形成とその発展の基盤をなすも

のであるため、著作物等の無許諾利用を防止できるよう創作者の権利を保護する必要があ
る一方、公益性の高い利用等、一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利
用に供することが必要です。 

 
このため、著作権法では、著作物を創作した者に権利を付与するとともに、著作物の公

正な利用を図るための調整規定を数多く取り入れています。 
 
このように、著作権法は、適切な権利保護によって「創作の促進」を図り、権利の制限

によって「公正な利用」を確保することで、「文化の発展に寄与」することを目的として
います。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

第１条（目的） 
著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣

接する権利を定め、これらの文化的所産の公公正正なな利利用用に留意しつつ、著作者等の権権利利
のの保保護護を図り、もつて文文化化のの発発展展にに寄寄与与することを目的とする。 

権利の保護 
⇒創作の促進 

権利の制限 
⇒公正な利用の確保 

創作 流通 

利用 

５．「著作物」とはなにか 
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５ 「著作物」とはなにか 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
 
 
著作権法では、著作物は、 
「(a)思想又は感情を (b)創作的に (c)表現したものであつて、 

              (d)文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 
と定義されています。 
具体的にどのようなものが著作物であるのかは、６頁の表に例示されていますが、これ

らはあくまでも例示であって、著作物はこれだけに限りません。 
上記の定義にあてはまるもの（以下の要件をすべて満たすもの）は、次ページの表に掲

げられていないものであっても、著作物に該当することになります。 
 
（a）「思想又は感情」を 
「東京タワーの高さ：333メートル」といった「単なる事実やデータ」など（人の思想
や感情を伴わないもの）が著作物から除かれます。 
（b）「創作的」に 
他人の作品の「模倣品」など（創作が加わっていないもの）が著作物から除かれます。

また、「ありふれたもの」（誰が表現しても同じようなものになるもの）も創作性がある
とはいえません。 
（c）「表現したもの」であって 
「アイデア」など（表現されていないもの）が著作物から除かれます（ただし、アイ
デアを解説した「文章」は表現されているため著作物になり得ます）。 
（d）「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの 
「工業製品」などが著作物から除かれます。 

 
 

（注） ｢特許権｣は｢アイデア｣を保護し、｢著作権｣は｢表現｣を保護しています。この
ため、例えば、ある｢薬｣の製法について特許権が付与されている場合、1） そ
の製法に従って、その薬を｢製造・販売｣すること（アイデアの利用）は、特許
権の侵害となりますが、2） その製法を書いた｢論文をコピー｣することは、
「表現」を利用しているため、｢著作権｣の侵害になります。 

第２条（定義） 
一 著作物 思思想想又又はは感感情情をを創創作作的的にに表表現現ししたたももののであって、文文芸芸、、学学術術、、美美術術又又はは
音音楽楽のの範範囲囲にに属属すするるももののをいう。 
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